
＜毒物劇物販売業変更届について＞ 

 

申請者（営業者）や施設が変更になる場合（例：別法人に譲渡、移転・建て替え）等は新規登録申請が

必要です。不明な場合は医事薬事係までお問い合わせください。 

 

◎次の事項について変更が生じた場合、３０日以内に届出を行ってください。 

（毒物及び劇物取締法第 10条） 

30 日以上を経過した場合は、遅延理由書（任意様式）を提出してください。 

 
  

 現物を取り扱う販売業 伝票販売業 

同一フロアー内で移転する場合 変更届 変更届 

同一ビル内で階を移転する場合 新規登録申請 変更届 

ビル外へ移転する場合 新規登録申請 新規登録申請 

 

1. 必要な書類 

◎提出部数：1部（写しを取って控えを保管してください。） 

①変更届（毒物及び劇物取締法施行規則 別記第１１号様式の（１）） 

②添付書類 

 

2. 添付書類 

変更事項 添付書類 

氏名 

（法人にあっては名称） 

※ 経営者が変更になる場合 

（例：法人の合併）は新規登録申

請が必要です。 

個人 
・戸籍謄（抄）本 

→写しの添付及び窓口で原本を提示すること。 

法人 ・登記事項証明書※ 

①氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地) 

②毒物又は劇物を貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分 

③営業所又は店舗の名称 

④移転を伴わない住居表示に関する法律に基づく住居表示の変更 

⑤伝票販売業から現物を取り扱う販売業、あるいは現物を取り扱う販売業から伝票販売業

に変更する場合（ただし、一般販売業（伝票販売業）→農業用品目販売業 等、登録の種

類変更は不可） 

⑥伝票販売業の同一ビル内での移転(下表参照) 

⑦現物を取り扱う販売業の同一フロアー内での移転（下表参照） 



変更事項 添付書類 

住所（法人にあっては、主たる事務所

の所在地） 

個人 ・不要 

法人 ・登記事項証明書※ 

毒物又は劇物を貯蔵し、又は運搬する

設備の重要な部分 

・店舗の平面図（変更前、変更後） 

・毒物劇物貯蔵設備の概要図（変更前、変更後） 

営業所又は店舗の名称 ・不要 

住居表示の変更 ・住所表示変更証明書の写し又は原本の提示 

伝票販売業 

⇒現物を取り扱う販売業 

・店舗の平面図 

・毒物劇物貯蔵設備の概要図 

・毒物劇物取扱責任者設置届及びそれに伴う添付書類 

（「毒物劇物取扱責任者設置届をご覧ください） 

現物を取り扱う販売業 

⇒伝票販売業 

・毒物劇物取扱責任者変更届 

（変更前：○○ ●●（取扱責任者） 変更後：なし） 

伝票販売業の同一ビル内での移転 

販売業の同一フロアー内での移転 

・店舗の平面図 

・フロアー全体の配置図 

※ 発行後６か月以内で、変更前後が確認できるもの 

 

 

3. 添付書類の省略 

本申請以前に医薬品医療機器等法、毒物及び劇物取締法に係る申請・届出において、同一申請者

が同一内容の書類を既に当所に提出している場合は、その旨を申請書の備考欄に記載することに

より、書類の添付を省略することができます。 

＜備考欄の記載例＞ 

本届出に係る添付書類（○○○○）は、○○営業所（登録番号：○○－○○号 登録年月日：

○年○月○日）の申請書（変更届）に添付済み 

 

4. 変更届記載上の留意点 

【変更届】 

①業務の種別 

 毒物劇物一般販売業、毒物劇物農業用品目販売業、毒物劇物特定品目販売業の別を記載してくだ

さい。なお、伝票販売業の場合は、「毒物劇物一般販売業 （伝票販売業）」のように、後ろに括

弧書きで伝票販売業と記載してください。 

 伝票販売業⇔現物を取り扱う販売業の変更の場合は、変更後の種別を記載してください。 

②登録番号及び登録年月日 

・ 登録票と照合し正確に記載してください。 

・ 登録年月日は登録票に記載されている有効期間の開始年月日を記載してください。 

③店舗の名称 

・ 名称を変更した場合は、新しい名称を記載してください。 



④変更内容 

・ 変更前後の内容がわかるように記載してください。 

⑤届出者の住所及び氏名 

・ 住所は、個人の場合は現住所、法人の場合は登記された本社の所在地を記載してください。 

・ 氏名は、個人の場合は個人名を記載し、法人の場合は登記された商号及び代表者の役職・代表者

名を記載してください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住居表示変更又はビル等の名称変更により住所等に変更が生じた場合 

営業者住所及び店舗所在地の住居表示の変更については、法律に規定する届出事項ではあ

りませんが、営業者住所及び店舗所在地は法第６条の登録事項ですので、変更届の提出をお

願いします。 

なお、住居表示に関する法律に基づき、地名番地等に表示変更が生じた場合は市町村が発

行する住居表示変更証明書の写しの添付又は窓口での原本提示をお願いします。この場合の

書換え交付申請の手数料は不要です。 

 



【店舗の平面図】  

・ 定規等を用いて正確に作成してください。  

・ 毒物劇物貯蔵場所を記載してください。  

 

（記載例） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出入口(引き戸) 

毒物劇物陳列場所 

事務室 

１ 

２ 毒物劇物保管場所 

8.0m 

6.0m 

3.3m 

3.3m 



施錠 

差し込み錠 

シャッター 

5.4ｍ 

4.5ｍ 

【毒物劇物の貯蔵場所の概要図】 

・ 施錠及び「医薬用外毒物劇物」の表示がわかるよう記載してください。 

・ 床、壁の材質、施錠、表示について記載してください。 

なお、入り口が数か所ある場合は各々の施錠・表示箇所を図示してください。 

 

（例１）        （陳列貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

（例２）    貯蔵設備（倉庫） 

 

 

 

 

       

 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

医薬用外毒物劇物 

医 薬 用 外 

毒 物 劇 物 

差し込み錠 

網入りガラス 

スチール製ロッカー 

盗難防止のため 

ガラスは用いないこと。 

鉄骨モルタル道 

窓（鉄格子有） 

0.9ｍ 

0.9ｍ 

1.8ｍ 

0.6ｍ 

2.4ｍ 

保管陳列庫 

表示 


